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肥料の流通
●

　

農家が使用する肥料は１，４００万トン。内、肥料メーカー等製造は５６０万トン、残り８４０万トンは堆肥等地場流通。
●

　

肥料メーカー製造肥料の中では窒素（Ｎ）、燐酸（の、加里（Ｋ）のうち複数成分を含む複合肥料が流通の中心。
●

　

まず、複合肥料のうち、ＮＰＫのみの一般化成（主に水稲、麦、大豆に使用）について、銘柄集約に取り組む。

１．国内肥料の全流通

　　　　

２．複合肥料の内訳

　

３．主要メーカーの生産能力の比較

　

（平成２４年推定）
会社 韓国

Ａ社
日本
Ａ社

日本
Ｂ社

日本
Ｃネ土

生産能力（万トン） １３６（１）３２（３）２９（１）２７（５）
生産数量（万トン） ９０ ２３ １９ １５

銘柄数 ５２ ４５８ ２１９ ５７１

１銘柄当たりの生産量（トン） １７，３０８ ５１１ ８６８ ２６３

（単位；万トン）

　　　　　　　

（単位；％）

　　

一般化成
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※

　

生産能力のカッコ内は工場数

４．国内肥料メーカーの内訳

分類 主な品目 数量
（万トン）

会社数
（数）

単肥 硫安‐尿素 ２８ ３６５

複合肥料 化成肥料、有機入り複合 １９３ ９５４

有機、石灰他 菜種粕、大豆粕 ２７２ １，２４３

合計 ４９３ ２，５６２

２００万トン

（備考）農林統計協会「ポケット肥料要覧」等により作成。
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国内の施肥基準と肥料銘柄が流通するまでの流れ

●

　

施肥基準は、望ましい肥料成分の施肥量・施肥時期の目安となるもので県ごとに策定され、作物別・品種別・土

　

壌別に全国で延べ７，０００以上設定されている。
●

　

各ＪＡは、各都道府県で策定している施肥基準を参考に地域に応じた肥料設計を行い、銘柄を開発している。

国内の施肥基準（※）

作物群 都道府県数 施肥基準数

水陸稲 ４５ ８１１

麦類 ３９ ２００

豆類 ４６ ３６８

野菜類 ４２ ２，７１５

果樹類 ４２ １，４３１

花斉類 ３７ ９０８

飼料作物 ２３ ４１８

その他 ３７ ２７４

計 ４６ ７，１２５

肥料の設計から流通までの流れ

※施肥基準数：」Ａ全農調査

【ＪＡの水稲栽培暦（例）】

コシヒカー

　

…±日立

　

の 弔 （単位：ｋ／１ｏａ）

肥料名 総量 基肥
穂肥 施肥量

１回目 ２回目 窒素 りん酸 加里
００化成

（１０‐２６‐１６）
２０ ２０ ２．Ｏ ５．２ ３．２

追肥Ｖ５５５
（１５‐５‐１５）

２０ １０ １０ ３．Ｏ １．Ｏ ３．Ｏ

合計 ５．Ｏ ６，２ ６．２

注．肥料名の（

　

）内は、窒素‐りん酸‐加里の保証成分（重量ベース、％）

１．施肥基準を参考に
肥料成分を設計

２．肥料登録手続きを
経て、作物生産部会・Ｊ
Ａグループで栽培試験
を実施（２～３年）

品種
＼＼ 肥き成分 窒素 りん酸 加里

コシヒカリ

　

平坦部

　

中山間～山間部

４～５

５～６

５^ ー８

５^ ー８

５^ ー７

５^ ー７

Ａ品種 ６～８ ５～８ ５～７

注．穂肥は必ず分施する。

３．ＪＡは栽培暦・注文
書を作成
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銘柄集約の検討イメーソ
●

　

肥料銘柄集約は、水稲・麦ー大豆用に使用されている汎用的な一般化成から取り組む。
●

　

銘柄を肥料成分によって水平タイプ、山型タイプ等、タイプ分けし、各タイプごとに集約に取り組む。
・ 銘柄集約は、農林水産省および都道府県による技術的な裏付け等、積極的な協力が必要である。

水稲・麦・大豆用肥料例

様々な成分の
銘柄が多数有

一般
化成

追肥作業を
省力化

園芸・特別栽
培米向けに
有機質原料
を一部使用し

　

た肥料

緩効性
化成

　

有機

　

複合

Ｖ型タイプ
：１４‐１０‐１３

）

　

窒素

　

りん酸

　

加里

　　

Ｎ

　　　　

Ｐ

　　　　

Ｋ

銘柄集約イメージ

Ｎｏ， タイプ

　　

現状の銘柄

　　　　　

（Ｎ－Ｐ－Ｋ＝％）

　

１ 水平

　　

１４‐１４一１４

　

２水平

　　　

１４‐１２‐１２

　

３水平

　　

１４‐１４一１４

４水平

　　

１６‐１６‐１６

　

５７・′

　　　

１４一１４一１４

１水平
２水平
３水平

４水平

５水平

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

Ｂ社

Ｄ社

工場と
銘柄の
集約

８１水平
８２７ ・′

１０‐１０‐１Ｏ

　　　

Ａ社

１４一１６一１４

　　　

Ｆ土

特別栽培農産物表示への対応方向
●

　

化学肥料を慣行の５割以下に低減することが要件となっている。
●

　

現状は、有機複合を使用することによって化学肥料を低減する場合が多く、施肥

　

コストと銘柄数増加の一因となっている。
●

　

施肥コストの低減と銘柄数の抑制を図る観点から、堆肥等有機物の施用による

　

環境保全型農業を積極的に推進する。

　　　

例：１４‐１０‐１３
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